
三重県
事業実施期間：平成２４年～令和３年

藻場造成（紀南工区）1.99ha

藻場造成（熊野工区）1.71ha

藻場造成（尾鷲工区）1.79ha

藻場造成（古和浦工区）1.0ha

藻場造成（紀伊⾧島工区）3.13ha

藻場造成（奈屋浦工区）1.0ha

藻場造成（礫浦工区）1.0ha

藻場造成（宿浦工区）1.0ha

藻場造成（和具工区）2.0ha

藻場造成（甲賀工区）0.94ha

藻場造成（鳥羽磯部工区）2.0ha

ネーミング事業実施期間：平成２５年～令和７年

ネーミング事業

ネーミング事業

ネーミング事業

ネーミング事業

ネーミング事業

ネーミング事業

ネーミング事業

＊記載している事業内容は、当初の予定であり、
年度途中で変更することがあります。

＊数量は事業計画のものです。

「海女漁業等環境基盤整備事業」
（三重保全二期地区）

＊ネーミング事業とは、藻場造成後
のモニタリング調査やソフト対策を
行う事業です。

令和5年度実施


